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表紙：和束保育園 豆まきの様子
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おしらせ

■れんけい３月号について

今月発行の「れんけい３月号」では、和束町が表紙・特集（１～３ページ）を担当しています

和束町健康福祉交流センターや鷲峰山トンネルについて掲載されていますので、ぜひご覧ください

■子育て支援センターの「園庭開放」、「すくすく広場」の開放日について

本冊子（まちからのおしらせ）の「くらしのカレンダー」をご参照ください

■相楽休日応急診療所診療体制について

れんけいをご参照ください

３
月 号まちからのおしらせ
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▲防寒対策の例

パイロット ▶

今月の休診日・・・・・３月１８日（火）午前／３月２６日（水）～３１日（月）
＊＊休診日以外の平日はすべて診察します＊＊

相談日時：３月４日（火）午後１時３０分～午後３時３０分

場 所：役場第１相談室

問合せ：総務課 ☎ ７８－３００１（直通）

行政相談日

和束町国保診療所 診察・休診日のお知らせ診療所

■受付時間 午前８時３０分～午前１１時３０分／午後１時３０分～午後３時３０分

■診察時間 午前９時～正午／午後２時～午後４時

・令和７年４月１日に開設する新施設への移動準備のため、３月２６日（水）～３１日（月）は休診します

ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします

・検診、所長の出張・会議などで休診となる場合があります

・急病やお薬などは和束町国保診療所 ☎７８－２０２４（直通） へご相談ください

建設事業課☎７８－３００７（直通）から水道についてのご案内建設

福

総務

風当たりの強い水道管や外に野外に露出している水道管は

中の水が凍結したり、管が破損することがあります。その結果

日常生活に支障をきたし、破損した場合は修理代がかかります。

万が一破損したときは、メーターボックス内の止水栓を閉め、

町指定の給水装置工事事業者へ修理を依頼してください

（修理費用は個人の負担となります）。

■防寒対策の方法

給水管や蛇口には、専用保温材または毛布、布切れなどを巻き、濡れないように上からビニールテープを巻い

てください。メーターボックスには、ビニール袋に発泡スチロールや布切れなどを詰めたものを入れ、さらにダン

ボールや発泡スチロールなどで覆いをしてください。

■凍って水が出ないとき

凍った部分にタオルなどをかぶせ、その上からゆっくりとぬるま湯をかけてください。急に熱湯をかけると、蛇口

や水道管が破裂することがあるのでご注意ください。

水道使用量がいつもと比べて多いときは、目に見えない場所から漏水している可能性があります。

漏水は、水道メーターで簡単にチェックすることができます。漏水していたときは、止水栓を閉め、

和束町指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。

水を無駄なく大切に使うためにも、こまめに漏水チェックをしましょう。

■漏水のチェック方法

（１）すべての蛇口を閉める

（２）メーターの＊パイロットを確認（パイロットが回っている場合は漏水が考えられる）

水道管の防寒対策をしましょう

水道の漏水チェックをしましょう
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生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽維持管理費に対する

補助金制度を設けています。ご家庭に浄化槽を設置されている人は、活用してください。

■補助金対象地域／下水道整備計画区域外の区域

（湯船区、下島区、石寺区、木屋の全地域・撰原区、白栖区、原山区の一部地域）

■補助対象／以下の（１）～（３）全てに該当する人

（１）浄化槽の保守点検および清掃を１年に３回以上実施している人
＊保守点検と清掃の回数は浄化槽の種類によって異なります

（２）浄化槽の水質検査を１年に１回以上実施している人

（３）町税及び水道使用料金を滞納していない人

■補助金額／浄化槽１基につき、１１，０００円

■申請手続／

・申請書に、補助対象（１）・（２）を実施したことを証明する書類を添付して提出してください。

・申請書は、町ホームページからダウンロードできます。また、農村振興課でも配布しています。
🔍「和束町 合併処理浄化槽維持管理補助金制度」にて検索

・補助対象（１）・（２）の実施を証明する書類の有効期限は、実施日から１年以内です。

製茶工場内と周辺施設の準備を整えましょう

■工場内の準備について

工場内では各機械がスムーズに稼働するか、運転時に異常な音がしないかを確認しましょう。また、消耗

品の交換や機械稼働部分への適量な注油を行うとともに、清掃をして清潔さを保つように心がけましょう。

■重油の取り扱いについて

工場周辺の重油配管からの重油漏れを防ぐため、点検や整備に努めましょう。油は水に混ざらず、少しの

量でも広範囲に広がります。

万が一川に流れ出た場合、下流域の水道事業者や漁業組合への補償金が必要となる場合もあります。

■農薬の取り扱いについて

食品衛生法が改正され、農薬の残留が禁止されています。農薬の使用にあたっては、使用基準を必ず

守ってください。

和束町の茶生産農家では、基幹産業のお茶を晩霜被害から守るために防霜ファンを導入し、春先から茶刈

り時期までの防霜対策に努められています。

住民のみなさんには、防霜ファンの音などでご迷惑をおかけしますが、和束茶の振興と発展のためご理解と

ご協力をお願いします。

■霜注意報をお知らせするサイレンについて

各区の公民館等に設置している防災行政無線の屋外スピーカーから１分間、サイレンの吹き鳴らしを行います。

期間：４月１日～５月３１日の霜注意報が発令された日

回数：２回（午後４時と午後５時）

注意事項：本サイレンの吹き鳴らしを「火災」と間違えないでください

農村振興課☎７８－３００８（直通）からのお知らせ

防霜ファンの運転について

合併処理浄化槽維持管理補助金制度のお知らせ
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交通費

服装

持ち物

　４月上旬～５月上旬のうち４日程度　午前７時３０分～正午　＊１
　（一定量のお茶を摘む必要があるため、約３０分前後する場合あり）

お茶摘み予定日時

集合場所・時間

休憩

報酬額・給与支給

雨天中止

注意事項

申込受付

　和束町役場前駐車場（和束町大字南小字川口４４）　午前７時００分

　１０時頃に１回（昼食の支給なし・おやつとジュースの支給あり）

　時間給　１，０５８円～／口座振込または農村振興課窓口での受取　＊２

　休憩時間を除く摘み始め～摘み終わりまでの時間で１５分単位にて計算
　（集合場所からの往復時間は勤務時間外とみなす）

　先着順のため、定員に達する場合があります

給与の計算

　支給なし

　汚れてもよい服装、長靴、帽子、上着

　タオル、飲み物

　中止にするか否かを前日中に連絡します　＊３

　当日の手先への化粧、日焼け止め、ハンドクリームの塗布は不可
　（当日直接お茶の芽を摘むため）

和束町では、関西･全国茶品評会に出品するためにお茶を摘みます。

町内外問わず、一人でも多くの人が必要なため、お茶摘みさんを募集しています。

■補足事項

＊１ ・・・ 申込後、具体的な日程については、４月中旬に農村振興課から連絡にてお知らせします

＊２ ・・・ 高校生などでご自身の口座を持っていない場合は、ご両親などの口座に振込みます

給与明細および受取方法届調査票を５月下旬に郵送します

＊３ ・・・ 雨天中止の連絡をするため、日中連絡の付く電話番号をお伝えください

日中電話が取れない場合は、ＦＡＸ番号またはメールアドレスをお伝えください

■申込方法・問合せ先

ＱＲコードを読み込んでウェブフォームから申込み または

和束町出品茶推進委員会（役場農村振興課内） ☎７８－３００８（直通）

■募集要項

【アルバイト募集】 和束の茶摘み農村

↑ 申込ＱＲコード
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茶源郷行政情報配信システム（光ボックス）を家庭に設置しませんか

グリーンスローモビリティによる茶畑周遊ツアーの運行について

和束町では、環境に優しいグリーンスローモビリティ

（時速２０ｋｍ未満で公道を走ることができる電気自動車）を

利用した運転手ガイド付茶畑周遊ツアーを行っています。

３月は下記の日程で運行しますので、ぜひご乗車ください。

■実施期間：３月２日（日）～３０日（日）の（日・祝日）

■利用料金：大人（中学生以上） ・・・ １，０００円

小人（小学生以下） ・・・ ５００円

幼児（６歳以下） ・・・ 無料

■予約受付：和束町観光案内所 ☎７８－０３００（直通）

＊事前予約優先で、空きがある場合は

当日受付・乗車が可能です

問合せ：地域力推進課 ☎７８－３００２（直通）

茶源郷行政情報配信システム（光ボックス）は、

和束町の行政情報を簡単に見ることができる機器です。

■光ボックスの機能 ＊以下の使用が可能です

和束町の天気予報、電卓アプリ、アラーム時計、

ご当地体操（京都府）、和束町ライブカメラ、

防災・防犯の情報収集、和束町議会の中継、

保育園等のイベント風景などの動画、

ＷａｚＣａｒ予約、和束町ホームページ ほか

本機器はタブレット型で、タッチパネル式です。

ご家庭にＷｉ－Ｆｉがあれば、どなたでも視聴が可能です。

設置希望の場合、役場総務課あてにご連絡ください。

問合せ：総務課 ☎７８－３００１（直通）

総務

地域
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日
付

曜
日

古紙
回収

日
付

曜
日

古紙
回収

16 日 1 火

17 月 2 水

18 火 3 木

19 水 4 金

20 木 5 土

21 金 6 日

22 土 7 月

23 日 8 火
原山
園

門前

24 月
東

釜塚
別陽

9 水

25 火
南

杣田
木屋

10 木 別所
白栖

26 水 11 金 中
湯船

27 木 12 土

28 金
石寺
撰原
下島

13 日

29 土 14 月

30 日 15 火

31 月

・行政相談(第1相談室13:30～15:30)
・園庭開放(10:00～11:30)

くらしのカレンダー
 3月  4月

行事案内 行事案内

・園庭開放(10:00～11:30)

・すこやかファイト教室
　(老人福祉センター13:30～15:30)
・園庭開放(10:00～11:30)

・すこやかファイト教室
　(老人福祉センター13:30～15:30)
・乳児健診、相談(対象者に個別案内)
・すくすく広場(10:30～11:30)

・運動教室ズンバゴールド
　(ふれあいセンター2階13:30～14:30)

春分の日 ・園庭開放(10:00～11:30)

・運動教室ズンバゴールド
　(ふれあいセンター2階13:30～14:30)

・ミニ運動会(こども館14:00～)
・園庭開放(10:00～11:30)

・シニアライフサポート学級
　(老人福祉センター10:00～14:50)

・シニアライフサポート学級
　(老人福祉センター10:00～14:50)

・すくすく広場(10:30～11:30)

・運動教室ピラティス
　(ふれあいセンター２階14:00～15:00)

・園庭開放(10:00～11:30)

・運動教室ピラティス
　(ふれあいセンター２階14:00～15:00)
・人権相談
　(ふれあいセンター13:30～16:00)

・映画鑑賞会(こども館14:00～)
・園庭開放(10:00～11:30)

・園庭開放(10:00～11:30) ・園庭開放(10:00～11:30)

・国民健康保険税納期限(第10期)
・後期高齢者医療保険料納期限(第9期)

(時間は24時間表示)

＜体験交流センター図書室開室日＞

■貸出 水・木・金・土・日 ■開室時間

休室 月・火・祝日・年末年始 午前 ９：３０～１２：００

午後１３：００～１６：３０

－ ６ －


